
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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定額減税制度の概要

（1）所得税
② 定額減税の実施時期

① 定額減税の対象者
　合計所得金額1,805 万円以下（給与の年収2,000万円以下に相当）の納税者本人と、日本に住む扶養
家族（同一生計配偶者＋扶養親族）が減税の対象となります。

・令和6年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等から順次実施
・異動等により特別控除の額に変動が生じた
場合は確定申告で調整

実施時期等

公的
年金

受給者

・令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等（賞与含む）から順次実施
・6月1日より後の入社、異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は年末調整で調整
・令和6年分の年末調整時に、最終調整

給与
所得者

・令和6年の第1期分予定納税額（7月）から実施（本人分のみ控除）
・控除しきれない部分は第2期分で実施
・扶養家族分に係る特別控除の額は、予定納税額の減額承認申請を行うことで実施可
・予定納税がない場合は確定申告時に控除

事業
所得者

等

（2）個人住民税
　個人住民税は、地方公共団体が算定を行い、定額減税が反映された令和6年度分の納税額が通知等され
ます。基本的には、これに基づいて納付を行います。なお、対象となる同一生計配偶者（控除対象配偶
者を除く）に係る定額減税の実施時期は、上記とは異なり令和7年度分での実施予定とされています。

（1）所得税
③ 給与に係る源泉徴収事務への影響

　6月1日において主たる給与等の支払を受ける者が対象です。また、6月1日以後最初の給与等の支払日
までに提出された、扶養控除等申告書等の記載情報に基づき特別控除の額を計算します。6月以降の源泉
徴収、特に賞与支払時の控除もれにご注意ください。

（2）個人住民税
　定額減税が適用される令和6年度の特別徴収は、例年の6月ではなく1ヶ月遅い7月から翌年5月までの
11回の徴収となります。特別徴収税額の通知が届き次第、準備しましょう。

所得税 個人住民税

3万円 1万円

対象者
1人につき

④ 留意点
（1）所得制限を超える人

　月次減税は、年調減税のような所得制限はありません。そのため、年収が2,000万円を超えるなど所得
制限を超えることが見込まれても、基準日在職者であれば月次減税を行うこととなります。
　このように月次減税が行われた場合であっても、所得制限を超える場合には、年末調整の対象であれ
ば年末調整時に、年末調整の対象外であれば確定申告時に、それまで控除した額の精算を行います。

（2）公的年金の支払を受ける人
　公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、対象者であれば、給与の
支払者のもとで定額減税の適用を受けます。このような場合には給与等と公的年金等と重複して定額減
税額が控除されることになりますが、確定申告により精算が行われることとなります。なお、基準日在
職者は一律に定額減税を適用することから、自分で定額減税の適用を受けるか否かの選択はできませ
ん。たとえ対象者から定額減税を適用しない旨の申出があったとしても、適用することとなりますの
で、ご注意ください。


